
令和７年度大阪府精神保健福祉審議会 議事概要

■日　　時：令和８年２月13日（金）14：00～15：40
■場　　所：ドーンセンター　４階　大会議室３
■出席委員：委員10名（委員定数15名、定足数８名であるため有効に成立）
愛須委員、池田委員、稲田委員、岩田委員、岡本委員、河﨑委員、阪口委員、阪本委員、
髙橋委員、堀居委員

■議題：「第８次大阪府医療計画＜精神疾患＞」の取組状況について
【主な委員意見等】
　　○認定した虐待の内容を可能な範囲で教えてほしい。
　　　（事務局）事例数が最も多い心理的虐待では、例えば、患者さんの行動・発言に対して暴言を吐いたり、介護抵抗のある患者さんを怒鳴ったり、高圧的・威圧的な態度で行動を促したりというような内容。
　　○令和６年度の虐待に係る全国や他自治体の状況は如何か。
　　　（事務局）全国の件数は、通報1,514件、届出4,744件、合計6,258件となっており、虐待の事実を認定した件数が260件。件数を公表している他自治体では、例えば、東京都は通報と届出を合わせて702件で認定が24件、神奈川県は通報と届出を合わせて308件で認定が17件。大阪府は、全国の通報・届出件数の１割強、虐待の事実を認定した件数は全国の１割弱。大阪府の件数は多いが、病院の中で患者さんの目の届くところに通報窓口を掲示いただくなど十分周知いただいている結果と認識している。
　　○資料全般について、大阪府の数字だけでは適正なのかどうかがわからない。今後、大阪と比較できるデータを示していただけると、前向きに様々な意見が出るのではないか。
　　〇例えば、退院請求や処遇改善請求が多い病院は、対応に問題があるという見方もあれば、周知が行き届いた結果という考えもある。虐待についても、毎年データを蓄積していく中で、数字に振り回されず、認識していくことが重要。
　　〇病院で虐待に対する問題意識や関心が高まれば高まるほど、院内で処理しようとして通報が遅れるケースを聞いたことがある。このようなことが起こらないような対応が必要。
　　〇通報件数に対する虐待認定件数が少ない。病院としては、職員による虐待はゼロをめざさなければならず、虐待が起こったならきっちり対応しなければならない。しかし、状況としては虐待が濃厚であったとしても、本人が否定し目撃者もいないなどの事例がある。どうすれば認定されるのか。また、病院管理者からの虐待通報は、病院内で調査のうえ虐待として対応しているので、行政側で調査する際には、そのことを認識のうえ病院側と意思疎通を図りながら進めてほしい。
　　　（事務局）事例にもよるが、目撃者がいない場合の虐待認定は非常に難しい。病院から通報があれば、行政としても管理者や職員、患者への聞き取り等を含め適切に対応していく。また、虐待に関する意識が高まることで、虐待に至る前に、院内で気になる点などをお互いに話し合える体制が大切だと感じている。引き続き、病院として虐待を発見した場合にも、速やかに通報いただくよう周知していく。
　

　〇今後地域医療構想に精神医療も位置付けられるが、地域医療構想における病床数などが今後医療計画に反映されていくのか。現在の地域医療構想においては、いわゆる大阪アプローチとして、大阪の地域特性を踏まえた議論が進んでいる。精神医療に関する地域医療構想においても、大阪の特性を踏まえ検討いただけるものと考えている。
　　〇大阪は精神科病院が偏在しており、他府県と状況が異なる。地域医療構想の検討にあたっては、関係団体とも相談のうえ、長期的な視野で検討してほしい。
　　〇現在精神病床は府全域、医療連携体制は圏域ごとで検討している。この整合性について、関係団体の意見を聞きながら現実に即した実効性のある議論をしていってほしい。
　　　（事務局）精神医療における地域医療構想については、来年度国がワーキンググループを設置しガイドライン策定に向けて検討する予定。その動向を注視し、どう進めるのか検討していく。
　　〇都道府県連携拠点・地域連携拠点について、地域ごと・項目ごとにムラがある。例えば、災害や妊産婦等の分野は、重要な医療機能であるが、地域の人口から考えると課題がある。圏域ごとに各医療機能の充足状況を確認しながら、体制整備を進めていただきたい。
　　○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムに関し、どのような好事例があり、現場でどのように役に立っているのか。
　　　（事務局）「にも包括」のポータルサイトにおいて、保健所・市町村の取り組み事例を紹介している。保健所や市町村において、本ポータルサイトに掲載している事例等を参考に施策を進めていただいている。
　　○ポータルサイトは、当事者や家族ではなく、支援者が活用するためのものか。
　　　（事務局）ポータルサイトは本人・ご家族、支援者などすべての方が対象。始めたばかりであり、市町村により記載内容の差があるが、少しずつ内容を充実していこうと考えている。
　　○入院者訪問支援事業について、申出が18件、実際に訪問したのが９件とのことだが、多いのか少ないのか。
　　　（事務局）令和６年12月から、本事業の周知を開始し、病院の相談員や市町村の市町村長同意の担当者からリーフレットを配布いただいている。そのリーフレットを見られた方などから連絡をいただき、それを受けて訪問という流れであり、実際に訪問したのは１月から３月の３か月。多い数ではないが、今後より多くの方に本事業を利用いただきたいと考えている。
　　〇入院者訪問支援事業の周知リーフレットは、病院代表ではなく、実際に患者に届ける相談員や看護師の手に渡るように医療福祉相談室等の部署に届けてほしい。
　　　（事務局）令和７年度から、医療福祉相談室等の部署に送付するようにしている。
○入院者訪問支援事業を実効性のあるものにするため、対象を広げていく必要がある。また、本事業と従来の長期入院精神障がい者退院支援強化事業の２事業がどういう関係性を構築していくのかがキーポイント。入院者訪問支援事業から退院支援強化事業へ利用者を紹介していくなど、充実させていってほしい。
○福祉事業所において、どれだけリワークプログラムがされているかが分かる資料があると良い。


　■報告事項：アルコール健康障がい対策推進部会の結果について（令和８年１月21日開催）
【主な委員意見等】
　　○二十歳未満のお子さんの飲酒割合が減っているが、具体的にどのような取組をしたのか。
　　　（事務局）本データは、令和３年度の国の研究事業の数字であり、かつコロナ禍でもあり調査数がかなり少ない参考値であるため、評価は難しいところ。取組としては、例えば、保健所と学校が連携し、飲酒の教育をしたり、大阪府こころの健康総合センターで教材・リーフレットを作成したりなどを行っている。引き続き学校等とも連携し取り組む。
　　○学校と連携した飲酒に係る取組は、地域特性なども考慮し進めていただきたい。
　　〇この問題の根本解決には、依存症予備群も含めた裾野をどのようにするかが大切。アルコール健康障がいで精神科受診をする人はごく一部であり、依存症予備軍を捉えているのは地域のかかりつけ医なので、広くいろいろな診療科を巻き込んで取り組めるとよいのではないか。
　　○アルコール依存症について、ＳＮＳなど以外で、スーパーマーケットなど身近な生活の場での相　　
談窓口の計画はあるか。
　　　（事務局）現在の依存症の相談拠点は、大阪府こころの健康総合センターと保健所であるが、特に若い方にとって敷居が高いという問題があり、ＳＮＳ相談を始めた。今後の計画としては、交通の便がよく、買い物や仕事帰りなどに行きやすい時間に気軽に相談に来ていただける（仮称）大阪依存症対策センターの設置をめざしているが、同センターはアルコール依存症の方も対象。

